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船橋市立リハビリテーション病院における

「回復期リハビリテーション病棟入院料１」の施設基準の取得について（報告）

船橋市立リハビリテーション病院運営委員会設置要綱第２条第５号の規定に

基づき、病院の管理に関する重要事項として、本委員会において船橋市立リハ

ビリテーション病院（以下「リハビリ病院」という。）における「回復期リハ

ビリテーション病棟入院料１（以下、「入院料１」という。）」の施設基準の

取得について審議を行った。

先ず、指定管理者より４階病棟において入院料１の施設基準を取得するにあ

たり、２階から４階までの病棟間における病床配置の変更を希望する旨の提案

があった。

本委員会としては、地域におけるリハビリテーションの中核となることが期

待されているリハビリ病院が、診療報酬上最も手厚いサービスの提供がなされ

る入院料の取得を支持し、指定管理者の提案についてこれを承認するものであ

る。

なお、指定管理者より提示された資料は、別に参考として添付する。

また、指定管理者から現在の病床稼働率等について、院内保育所の設置につ

いて、及び通所リハビリテーションの開始についての報告を受け、これらにつ

いても委員より特段の異議は出なかった旨を申し添える。



平成 24 年診療報酬（回復期リハビリテーション病棟入院料）改定について

診療報酬改定の内容

回復期リハビリテーション病棟入院料が従来の 2段階から 3段階に変更になった。

改訂前 改定後

【回復期リハビリテーション病棟入院料】

（1日につき）

１ 回復期リハビリテーション病棟入院料１

1,720点

２ 回復期リハビリテーション病棟入院料２

1,600点

【重症患者回復病棟加算】（１日につき）

50点

【栄養管理実施加算】（１日につき）

12点

【回復期リハビリテーション病棟入院料】

（1日につき）

１ 回復期リハビリテーション病棟入院料１

1,911点

２ 回復期リハビリテーション病棟入院料２

1,761点

３ 回復期リハビリテーション病棟入院料３

1,611点

（廃止）

（廃止）

これまでの「入院料１」と改定後の「入院料 1」の比較

これまでの入院料 1の基準（1,720 点） 新しくできた入院料 1の基準（1,911 点）

①常時15対1以上の看護配置があること。（看護

師4割以上、夜勤看護職員1名以上）

②常時30対1以上の看護補助者の配置がある

こと。

③専任のリハビリテーション科の医師1名以上、

専従の理学療法士2名以上、作業療法士1名以

上の配置があること。

④在宅復帰率6割以上であること。

⑤新規入院患者のうち2割以上が重症の患者で

あること。

①常時13対1以上の看護配置があること。（看護

師7割以上、夜勤看護職員2名以上）

②常時30対1以上の看護補助者の配置がある

こと。

③専任のリハビリテーション科の医師1名以上、

専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以

上、言語聴覚士1名以上、在宅復帰支援を担当

する専任の社会福祉士等1名以上の配置がある

こと。

④在宅復帰率が7割以上であること。

⑤新規入院患者のうち3割以上が重症の患者で

あること。

⑥新規入院患者のうち1割5分以上が「一般病

棟用の重症度・看護必要度に係る評価表」のＡ

項目が1点以上の患者であること。

資料１



市立リハビリテーション（指定管理者）の意向

市立リハビリテーション病院は従来の「入院料１」の基準を達成してきたが、この基準は改定後の基

準の「入院料２」に相当する。入院料自体は 1,720 点から 1,761 点になり増額しているが、改定後は

重症患者回復病棟加算（50 点）及び栄養管理実施加算（12 点）が廃止されることから実質的には

減額となる。

このため、収支及びサービスの向上のため改定後の「入院料１」を取れるようにしたい。

※従来の「入院料 1」と改定後の「入院料 2」との比較

改定後は重症患者回復病棟加算（50 点）、栄養管理実施加算（12 点）が廃止されるため

1,720 点（入院料）+ 50 点（加算）+ 12 点（加算） = 1,782 点 が算定できていたものが、

1,761 点（入院料）+ 0 点（加算）+ 0点（加算） = 1,761 点 となるため、21 点の減額となる。

改定後の「入院料１」を取得するためにクリアしないといけない基準

・常時13対１以上の看護配置があること。（看護師７割以上、夜勤看護職員２名以上）

（問題点）

夜勤看護職員２名体制とするには、１病棟で最低３名の看護師を増員する必要があるが、現

在近隣の病院等で看護師の需要が高く確保が困難であり、増員ができない状況である。

・新規入院患者のうち１割５分以上が特殊な重症患者（人工呼吸器の使用等）である必要があり、

全病棟（６病棟）で「入院料１」を目指すことはできない。



・変更項目(入院)
項目 旧点数 新点数 新旧差額(点)

回復期リハ入院料2 (1日につき) 1720 1761 +41
重症患者回復病棟加算(1日につき) 50 終了 -50
栄養管理実施加算(1日につき) 12 終了 -12
褥瘡患者管理加算(入院中1回) 20 終了 -20 ②
早期リハ加算(14日以内) 45 75 +30

(15日～30日以内) 45 30 -15
患者サポート体制充実加算 (入院初日) なし 70 +70 ④
感染防止対策加算2 (入院初日) なし 100 +100 ⑤

【影響】
①年間入院 69,350人（1日平均190人） × -210円（入院料マイナス改定分） ＝ -14,563,500円
②年間 約500件 （2011年実績） × -200円 （点数廃止） ＝ -100,000円
③年間 約30,400単位 のうち、14日以内は12％、30日以内88％ （2011年実績）

・30,400単位 × 12％ × +300円（プラス改定分） ＝ 1,094,400円
・30,400単位 × 88％ × -150円（マイナス改定分） ＝ -4,012,800円

④年間 約720件 （2011年実績） × +700円 （点数新設） ＝ 504,000円
⑤年間 約720件 （2011年実績） × +1,000円 （点数新設） ＝ 720,000円

入院合計

-16,357,900円 ・・・A

・変更項目(外来)
項目 旧点数 新点数 新旧差額(点)

脳血管疾患リハ(Ⅰ) (標準的日数超え) 245 221 -24
脳血管疾患リハ(Ⅰ)(廃用) ( 〃 ) 235 212 -23
運動器リハ(Ⅱ) ( 〃 ) 165 149 -16
外来リハ診療料1 (7日につき) なし 69
外来リハ診療料2 (14日につき) なし 104

【影響】
⑥年間 脳血管 約62,000単位、 廃用 約500単位、運動器 約4,500単位 の計画に対し
標準的日数超えは33％ （2012年1月実績）
・脳血管疾患リハ 62,000単位 × 33％ × -240円（マイナス改定分） ＝ -4,960,000円
・脳血管リハ(廃用) 500単位 × 33％ × -230円（マイナス改定分） ＝ -38,333円
・運動器リハ 4,500単位 × 33％ × -160円（マイナス改定分） ＝ -240,000円

⑦週1回以上通院患者 約280人 再診料 算定数 約1,400回（2012年1月）
・（1,400回-(280人×4週)×-690円（診察なしに伴う再診料ﾏｲﾅｽ）×12ヶ月 ＝ -2,318,400円

外来合計

-7,556,733円 ・・・B

・変更項目(訪問)
項目 旧単位 新単位 新旧差額(単位)

訪問介護事業所との連携評価 なし 300 +300 ⑧
地域単価 (1単位あたり) 10.28円 10.33円 +0.05円 ⑨

【影響】
⑧ 220人（2012年1月） × 300単位 ×10.33 × 1回（年1回を想定） ＝ 681,780円
⑨730,000単位 （2012年1月） × 0.05円（地域単価アップ） × 12ヶ月 ＝ 438,000円

訪問合計

1,119,780円 ・・・C

入院・外来・訪問のトータル

A+B+C・・・ -22,794,853円

の減収となる

⑦

2012年度診療報酬・介護報酬改定による船橋リハ病院への収支インパクト

①

③

⑥

（参考）



（参考）



現在の病床割

新しい病床割（案） －4 階を 1 つの病棟に統合し、より手厚いケアを必要とする重症患者の病棟（入院料１）とする

※ 厚生労働省通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」により、1 病棟は 60床までとされている
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※ 4階には重症個室（空床）を置かず、また、2階と3階の重症個室に移したベッドのうち 2床は病床として稼働させる（実稼働病床数はこれまで通り 194床）

船橋市立リハビリテーション病院 病床割の変更イメージ
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資料２



回復期リハビリテーション病棟入院料１の取得に伴う収入増について

１．回復期リハビリテーション病棟入院料の点数について

回復期リハビリテーション病棟入院料 1 1,911 点

－ 回復期リハビリテーション病棟入院料 2 1,761 点

150 点

２．回復期リハビリテーション病棟入院料１の適用病床数について

病棟イメージ図

４階病棟（60床） 回復期入院料１

３階北病棟（35床） 回復期入院料２ ３階南病棟（35床） 回復期入院料２

２階北病棟（35床） 回復期入院料２ ２階南病棟（35床） 回復期入院料２

３．回復期リハビリテーション病棟入院料１の取得に伴う収入増

1人 1日当たり収入増 1,500 円

× 適用対象の病床数 60床

1日当たりの収入増 90,000 円

1日当たりの収入増 90,000 円

× 年間入院日数 365 日

1年当たりの収入増（A） 32,850,000 円

1日当たりの個室料金 12,000 円

× 4階から移される個室の数 -2室

1日当たりの収入減 -24,000 円

1日当たりの収入減 -24,000 円

× 年間入院日数 365 日

1年当たりの収入減（B） -8,760,000 円

回復期リハビリテーション病棟入院料１の取得に伴う収入増（A）-（B）＝24,090,000円

資料３

患者 1人当たり、1 日につき 1,500 円の差が発生



回復期リハビリテーション病棟入院料

11月中旬
•使用許可申請

12月中旬
•使用許可

12月下旬

•施設基準届出
•①2階・3階

•②北4病棟

•③南4病棟

1月初旬
•4階は60

1月下旬

•施設基準届出
•①4階病棟

2月上旬
•4階病棟

病棟入院料１の取得にかかるスケジュールについて

使用許可申請を提出≪船橋市保健所≫

使用許可が下りる≪船橋市保健所≫

施設基準届出≪関東信越厚生局≫
階の計4病棟につき、それぞれ1床ずつ増床

病棟につき、32床→60床へ増床（同時に病棟名を「4

病棟の廃止（32床→0床）

60床、2階・3階の計4病棟は各35床での

施設基準届出≪関東信越厚生局≫
階病棟につき、回復期リハ入院料1の申請

階病棟60床、回復期リハ入院料1での稼働開始

にかかるスケジュールについて

4階」へ変更）

での稼働開始

稼働開始

資料４



病床稼働率等について（報告）

１．全病床平均稼働率及び 4床室・個室の利用日数

（平成 24年 4月 1日～9 月 30日）

ア 全病床平均稼働率 95.2％

（病床稼働日数：183 日 病床数：200 床 延べ入院患者数：34,846 人）

イ 4床室・個室別の利用日数及び平均稼働率

区分 病床数 利用日数 稼働率

4床室 160 29,107 99.4％

個室（重症個室6床を除く） 32 5,632 96.2％

特別室 2 107 29.2％

２．室料差額について

個室及び特別室の利用日数のうち、

室料差額を徴収した日数 (A)
3,679

個室及び特別室の利用日数のうち、

室料差額を徴収しなかった日数 (B) ※
2,060

室料差額の徴収率 （A）÷｛（A）＋（B）｝ 64.1％

室料差額収益 55,932,000円

※ 室料差額を徴収しなかった日数とは、船橋市立リハビリテーション病院条例施行規

則第13条により、入院患者の意思に基づくことなく供したため個室の利用料を徴収し

なかった数のことをいう。

資料５



１．全病床平均稼働率及び 4床室・個室の利用日数（平成 23年度）

ア 全病床平均稼働率 93.7％

（病床稼働日数：366 日 病床数：200 床 延べ入院患者数：人）

イ 4床室・個室別の利用日数及び平均稼働率

区分 病床数 利用日数 稼働率

4床室 160 57,203 97.7％

個室（重症個室6床を除く） 32 11,243 96.0％

特別室 2 153 20.9％

２．室料差額について

個室及び特別室の利用日数のうち、

室料差額を徴収した日数 (A)
5,839

個室及び特別室の利用日数のうち、

室料差額を徴収しなかった日数 (B) ※
5,557

室料差額の徴収率 （A）÷｛（A）＋（B）｝ 51.2％

室料差額収益 89,730,000円

※ 室料差額を徴収しなかった日数とは、船橋市立リハビリテーション病院条例施行規

則第13条により、入院患者の意思に基づくことなく供したため個室の利用料を徴収し

なかった数のことをいう。

（参考）



院内保育所の設置について（報告）

全国的な看護師不足の情勢のなか、看護師の確保に寄与するため、また、全職員に

おいてもワークライフバランスを確保しながら働きやすい環境を整えて人材を確保するた

め、院内保育所を設置いたします。

施設概要

名称 船橋市立リハビリテーション病院 院内保育所

敷地面積 ３８５．８㎡

規模 鉄骨造1階建て、1棟

延床面積 １２９．６㎡

対象職員 看護師を中心に常勤、非常勤の全職員

対象児童年齢 ０歳～３歳までの児童

保育時間 通常８：００～１８：００、週に２回夜勤勤務対象者に２４時間保育を

予定、週に２回早出・遅出勤務対象者に６：３０～２２：００を予定

開設時期 平成２５年３月２０日（予定）

設置主体等

指定管理者を選定した際の指定条件において、職員用保育施設は指定管理者の負

担で確保することとされていたことから、指定管理者が設置する。

なお、設置予定地は市有地であるが、保育施設は指定管理業務を遂行する上でも

必要不可欠な施設であるため、市は当該地の使用を許可し、使用料を免除する。

設置予定地：下図の通り

資料６

設置予定地



通所リハビリテーションの開始について（報告）

平成２４年の診療報酬・介護報酬同時改定において、平成２６年診療報酬改定まで

に外来リハビリテーションから短時間通所リハビリテーションへ移行することが促されてい

ることから、平成２４年１０月より短時間通所リハビリテーションを開始いたしました。

平成２４年診療報酬改定の概要（抜粋）

現在、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断され

ない場合においても、１月に13 単位に限り疾患別リハビリテーションを算定できることと

なっているが、要介護被保険者等に対する脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リ

ハビリテーションについては、これらを原則次回改定までとする。

これまで 平成２４年改訂

【脳血管疾患等リハビリテーション料】

発症、手術又は急性増悪から180日を超

えてリハビリテーションを行った場合は、１

月13単位に限り算定できるものとする。

【脳血管疾患等リハビリテーション料】

発症、手術又は急性増悪から180日を超

えてリハビリテーションを行った場合は、１

月13単位に限り算定できるものとする。

ただし、要介護被保険者等については平

成26年３月31日までに限る。

【運動器リハビリテーション料】

発症、手術又は急性増悪から150日を超

えてリハビリテーションを行った場合は、１

月13単位に限り算定できるものとする。

【運動器リハビリテーション料】

発症、手術又は急性増悪から150日を超

えてリハビリテーションを行った場合は、１

月13単位に限り算定できるものとする。

ただし、要介護被保険者等については平

成26年３月31日までに限る。

通所リハビリテーション実施概要

開始時期 平成２４年１０月１日から

対象となる方 下記①、②の両方を満たす方

①発症からのリハビリテーション算定可能日数（脳血管疾患等リハは

180 日、運動器リハは 150 日）を超え、治療を継続しても状態の改

善が期待できると医学的に判断されない方（＝外来リハビリテーショ

ンの実施上限が月 13単位までの方）

②介護保険の要支援・要介護認定をされている方

実施日 毎週月曜日～土曜日（年末年始を除く）

資料７


